
○ 労働契約が継続する期間中に育児休業を取得するケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 育児休業期間中に労働契約の終了時期（更新時期）が到来するケース 

※契約の更新をしない旨が明示されていない場合を想定（「契約を更新することがあり得る」、など） 

 

 

 

 

 

雇入れ 

申出 誕生 １歳 

１か月 １年（休業） １年以上 

２年契約 ２年契約 

１歳６か月 

１歳６か月に達するまでに労働契約期

間が満了し、かつ、労働契約の更新がな

いことが明らかではない 

６か月 雇入れ 

申出 誕生 １歳 

６か月 

１か月 １年（休業） １年以上 

１歳６か月 

１歳６か月に達するまでに労働契約期

間が満了し、かつ、労働契約の更新がな

いことが明らかではない 

育児休業期間中に労働契約

の終了時期（更新時期）が到

来し、更新の有無をその時点

で判断 

有期契約労働者の育児休業取得要件について 資料４ 


